
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
一
一
号

平
成
十
六
年
六
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
小
林
憲
司
君
提
出
新
生
銀
行
と
㈱
イ
・
ア
イ
・
イ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
破
産
管
財
人
及
び
Ｅ
Ｉ
Ｅ
Ｉ
関
係

者
と
の
和
解
金
合
意
に
伴
う
預
金
保
険
機
構
の
補
償
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日
受
領

答
弁
第
一
一
一
号



衆
議
院
議
員
小
林
憲
司
君
提
出
新
生
銀
行
と
㈱
イ
・
ア
イ
・
イ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
破
産
管
財
人
及
び
Ｅ
Ｉ
Ｅ
Ｉ

関
係
者
と
の
和
解
金
合
意
に
伴
う
預
金
保
険
機
構
の
補
償
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

預
金
保
険
機
構
、
旧
株
式
会
社
日
本
長
期
信
用
銀
行
（
以
下
「
旧
日
本
長
期
信
用
銀
行
」
と
い
う
。
）
及
び
ニ
ュ
ー
・
Ｌ

Ｔ
Ｃ
Ｂ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
・
Ｃ
Ｖ
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
社
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
十
二
年
二
月
九
日
に
旧
日
本
長
期

信
用
銀
行
に
係
る
株
式
売
買
契
約
（
以
下
「
株
式
売
買
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
。
お
尋
ね
の
預
金
保
険
機
構
が
真

正
か
つ
正
確
で
あ
る
と
表
明
し
た
事
項
や
そ
の
事
項
に
係
る
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
補
償
及
び
旧
日
本
長
期
信
用
銀
行
に
つ

い
て
の
偶
発
債
務
、
訴
訟
提
起
等
に
係
る
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
株
式
売
買
契
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る

と
承
知
し
て
い
る
が
、
株
式
売
買
契
約
の
契
約
書
（
以
下
「
契
約
書
」
と
い
う
。
）
は
、
株
式
売
買
契
約
の
締
結
時
に
公
表

さ
れ
て
お
り
、
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
金
融
再

生
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
八
月
十
五
日
に
国
会
に
提
出
し
た
「
破
綻
金
融
機
関
の
処
理

の
た
め
に
講
じ
た
措
置
の
内
容
等
に
関
す
る
報
告
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一



株
式
売
買
契
約
に
お
い
て
、
旧
日
本
長
期
信
用
銀
行
に
つ
い
て
の
偶
発
債
務
、
訴
訟
提
起
等
に
係
る
預
金
保
険
機
構
に
よ

る
補
償
に
つ
い
て
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
当
該
規
定
に
よ
れ
ば
、
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
補
償
の
対
象
と
認
め
ら
れ

る
た
め
に
は
、
旧
日
本
長
期
信
用
銀
行
の
株
式
譲
渡
後
三
年
以
内
に
損
害
等
の
発
生
の
原
因
と
な
る
具
体
的
事
実
に
つ
い
て

預
金
保
険
機
構
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

預
金
保
険
機
構
か
ら
は
、
通
知
期
間
終
了
時
で
あ
る
平
成
十
五
年
二
月
末
ま
で
に
、
株
式
会
社
新
生
銀
行
（
以
下
「
新
生

銀
行
」
と
い
う
。
）
か
ら
お
尋
ね
の
サ
イ
パ
ン
訴
訟
に
関
連
し
た
通
知
を
受
け
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
点
も
含
め
て
、
こ
れ

ら
の
通
知
に
よ
り
、
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
補
償
の
た
め
の
株
式
売
買
契
約
上
の
要
件
が
充
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
新
生
銀
行
か
ら
具
体
的
な
補
償
請
求
が
な
さ
れ
れ
ば
、
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
判
断
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日
に
新
生
銀
行
が
提
出
し
た
臨
時
報
告
書
に
お
い
て
は
、
新
生
銀
行
、
破
産
者
株
式
会
社
イ
・

ア
イ
・
イ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
破
産
管
財
人
（
以
下
「
イ
・
ア
イ
・
イ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
破
産
管
財
人
」
と
い

う
。
）
及
び
そ
の
関
係
者
の
間
で
、
同
月
二
十
三
日
に
サ
イ
パ
ン
訴
訟
そ
の
他
日
本
国
内
外
で
現
在
係
属
中
の
訴
訟
に
係
る

す
べ
て
の
紛
争
に
つ
い
て
和
解
の
合
意
が
な
さ
れ
、
新
生
銀
行
は
和
解
金
二
百
十
八
億
円
を
イ
・
ア
イ
・
イ
ー
イ
ン
タ
ー
ナ

二



シ
ョ
ナ
ル
破
産
管
財
人
に
対
し
て
支
払
う
こ
と
及
び
和
解
条
項
の
履
行
の
一
部
と
し
て
、
サ
イ
パ
ン
訴
訟
そ
の
他
日
本
国
内

外
で
現
在
係
属
中
の
訴
訟
の
取
下
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

預
金
保
険
機
構
か
ら
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
新
生
銀
行
か
ら
預
金
保
険
機
構
に
対
し
て
具
体
的
な
補
償
請
求
は
な
さ

れ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
新
生
銀
行
か
ら
具
体
的
な
補
償
請
求
が
な
さ
れ
れ
ば
、
当
該
和
解
の
内
容
の
詳
細
等
を
株
式
売
買

契
約
に
照
ら
し
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
補
償
請
求
に
係
る
対
応
を
判
断
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

四
の
（
イ
）
及
び
（
ロ
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
訴
訟
に
よ
り
負
担
し
た
費
用
」
及
び
「
訴
訟
に
関
連
し
て
一
定
の
補
償
」
と
い
う
文
言
は
契
約
書
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
が
、
契
約
書
の
�．

�．

�
�
に
お
い
て
は
、
「
預
保
は
、
�
長
銀
に
お
い
て
、
実
行
日
に
お
い
て
存
在
又
は

係
属
し
て
い
る
か
、
又
は
実
行
日
前
に
発
生
又
は
存
在
し
て
い
た
行
為
又
は
状
況
に
よ
っ
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
潜
在
的
、
未

実
現
又
は
偶
発
的
な
債
務
が
実
現
し
た
場
合
及
び
当
該
債
務
に
関
連
し
て
何
ら
か
の
損
失
、
損
害
、
請
求
、
費
用
又
は
経
費

（
合
理
的
な
弁
護
士
費
用
を
含
む
）
（
以
下
「
損
害
等
」
と
い
う
）
が
・
・
・
発
生
し
た
場
合
、
及
び
�
長
銀
に
お
い
て
、

実
行
日
に
お
い
て
存
在
又
は
係
属
し
て
い
る
か
、
又
は
実
行
日
前
に
存
在
又
は
発
生
し
て
い
た
行
為
又
は
状
況
に
よ
っ
て
実

行
日
後
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
手
続
に
関
連
し
て
・
・
・
損
害
等
が
実
現
又
は
発
生
し
た
場
合
に
は
、
か
か
る
債
務
及
び
損
害

三



等
か
ら
保
険
金
に
よ
り
填
補
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
実
行
日
か
ら
三
年
間
（
当
該
三
年
の
期
間
内
に
か
か
る
損

害
等
の
発
生
の
原
因
と
な
る
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
預
保
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
損
害
額
の
確
定
が
三
年

間
経
過
後
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
）
、
・
・
・
補
償
す
る
・
・
・
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
契
約
書
の
�．

�．

�
�
に
お
い
て
は
、
「
・
・
・
補
償
の
対
象
と
な
り
う
る
金
額
の
総
額
が
五
十
億
円
を
超
え

た
場
合
に
、
五
十
億
円
を
超
過
し
て
い
る
部
分
・
・
・
に
つ
い
て
預
保
の
補
償
義
務
が
発
生
す
る
も
の
と
す
る
・
・
・
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

補
償
対
象
と
な
る
費
用
項
目
、
範
囲
、
金
額
等
に
つ
い
て
は
、
預
金
保
険
機
構
が
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
照
ら
し
慎
重
に
審

査
し
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
の
（
ハ
）
に
つ
い
て

預
金
保
険
機
構
か
ら
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
新
生
銀
行
か
ら
預
金
保
険
機
構
に
対
し
て
具
体
的
な
補
償
請
求
は
な
さ

れ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
新
生
銀
行
か
ら
具
体
的
な
補
償
請
求
が
な
さ
れ
れ
ば
、
当
該
和
解
の
内
容
の
詳
細
等
を
株
式
売
買

契
約
に
照
ら
し
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
補
償
請
求
に
係
る
対
応
を
判
断
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

四



平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日
に
新
生
銀
行
が
提
出
し
た
臨
時
報
告
書
の
記
載
に
あ
る
よ
う
に
、
新
生
銀
行
は
、
和
解
金
額

の
全
額
が
補
償
対
象
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
和
解
に
至
る
経
緯
に
か
ん
が
み
、
こ
の
う
ち
四
十
四
億
円
に
つ
い
て
は
、

預
金
保
険
機
構
に
補
償
請
求
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
予
定
で
あ
り
、
残
額
の
百
七
十
四
億
円
に
つ
い
て
は
、
預
金
保
険
機

構
に
補
償
請
求
す
る
予
定
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

株
式
売
買
契
約
は
、
預
金
保
険
機
構
、
旧
日
本
長
期
信
用
銀
行
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
社
の
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
民
事

上
の
契
約
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
偶
発
債
務
、
訴
訟
提
起
等
に
係
る
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
株
式
売
買
契

約
の
当
事
者
間
に
お
い
て
、
民
事
上
の
問
題
と
し
て
、
株
式
売
買
契
約
及
び
関
係
法
令
に
の
っ
と
り
、
適
切
に
対
応
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

預
金
保
険
機
構
か
ら
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
新
生
銀
行
か
ら
預
金
保
険
機
構
に
対
し
て
具
体
的
な
補
償
請
求
は
な
さ

れ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
新
生
銀
行
か
ら
具
体
的
な
補
償
請
求
が
な
さ
れ
れ
ば
、
当
該
和
解
の
内
容
の
詳
細
等
を
株
式
売
買

契
約
に
照
ら
し
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
補
償
請
求
に
係
る
対
応
を
判
断
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

五



一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
お
尋
ね
の
偶
発
債
務
、
訴
訟
提
起
等
に
係
る
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
補
償
に
つ
い
て
は
、

株
式
売
買
契
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
契
約
書
は
、
株
式
売
買
契
約
の
締
結
時
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、

金
融
再
生
法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
八
月
十
五
日
に
国
会
に
提
出
し
た
「
破
綻
金
融
機
関
の
処
理
の
た
め

に
講
じ
た
措
置
の
内
容
等
に
関
す
る
報
告
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
四
の
（
イ
）
及
び
（
ロ
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

六


